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事業のポイント
森林組合等林業事業体の活性化の支援を通じて、林業生産コストを削減

し、国産材の安定供給体制を確立します。
このため 「森林施業プランナー」の養成を加速化し、森林所有者への、

積極的な働きかけにより、集約化した施業の安定的な受託を推進するとと
もに、不在村森林所有者への働きかけを強化します。

（平成１９年度の取組状況と課題等）
・ 本事業を活用して、平成１９年度には、約２００の森林組合等が提案型集約化施
業に取組中。

・ 私有林の約１／４が不在村者森林所有林であり、不在村者への森林施業の働きか
けが喫緊の課題。

政策目標
・森林施業の集約化に取り組む森林組合の拡大

森林組合員所有面積の約４割（１９年）→約８割（２１年）
・毎年５０万m の木材供給を新たに創出3

＜内容＞
１．国産材安定供給協議会を通じた原木供給可能量情報の集積・提供等

原木供給可能量情報の集積・提供等を行う全国レベル及び地域レベルの協議
会の活動を通じて、提案型集約化施業の普及・定着化、国産材の生産・流通の構
造改革による国産材の安定供給を推進します。

２．提案型集約化施業の普及・定着化
森林所有者へ森林整備の内容、経費、木材の販売収入などを明示した上で森

林施業を提案する「森林施業プランナー」の養成を加速化させるため、従来から
の基礎研修・地域実践研修に加え、習得した技術・技能の評価とこれを行うため
に必要な追加的な研修を実施します。

３．不在村森林所有者対策
都道府県庁所在地における「ふるさと森林会議」の開催に加え、司法書士団

体と森林組合系統との連携により都市部在住の不在村森林所有者への森林施業の
働きかけを強化します。

４．施業の集約化の促進
施業の集約化による原木供給可能量情報の集積・提供の対象に竹材を加え、

竹資源の安定供給体制を整備する等の措置を講じます。

また、集約化区域内の伐採可能森林における境界測量については、人証（地
域の境界精通者）を活用した境界明確化を推進します。

＜補助率＞
定額、１／２

＜事業実施主体＞
全国森林組合連合会

＜事業実施期間＞
平成１９年度～２３年度（５年間）

［担当課：林野庁経営課］


